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陸前高田がんばっぺし応援寄附金返礼品等取扱業務仕様書

１ 委託業務の名称
陸前高田がんばっぺし応援寄附金返礼品等取扱業務

２ 業務の目的
本市のふるさと納税「陸前高田がんばっぺし応援寄附金」（以下「寄附」という）において、
寄附者に対する謝礼として送付する特産品等の返礼品（以下「返礼品等」という）を安定的に
供給するとともに、本市のＰＲを積極的に行い寄附件数の増大を図ることや、魅力的な返礼品
等の提供のための提案、調整及び調達等を行うもの。

３ 委託期間
令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで
ただし、上記委託期間の属する年度において、本業務に係る予算の議決がなされる場合は、

最大５年度の間、更新を行うことができるものとする。

４ 業務の場所
提案者が自社の負担で事務所及び障がい者による返礼品等の梱包・発送作業の場所を確保す
ることを基本とする。ただし、発注者が市内に用意する次の施設（建物のみ）を無償で使用す
ることができる。
所在等：陸前高田市高田町字鳴石５０－１０ 鳴石仮設事務所１階
面積等：延べ床面積約２１０㎡、大型冷蔵庫及び１０台程度の駐車場有り

５ 業務内容
委託する業務の内容は以下のとおりとし、詳細については、適宜相談・調整を行うこととす

る。なお、作業過程において疑義が生じた場合は、すみやかに発注者と協議し、その指示を受
けること。
⑴ 返礼品等の提案

寄附者に対し送付する返礼品等について、陸前高田がんばっぺし応援寄附金要綱（平成
２７年告示第４４号）第５条の規定に基づき、返礼品等の提案を行う。
なお、返礼品等の選定にあたっては、総務省が定める地場産品基準を順守するとともに、

順守状況について適時発注者と確認・共有するための体制を構築すること。
また、返礼品等については、令和６年度の返礼品等を継続して採用することを原則としつ

つ、現状分析を行った上で、寄附者に対してより効果的に紹介をしたり、魅力的な特産品等
の選択肢を増やしたりできるようにすること。
⑵ 寄附者に対する返礼品等の調達及び発送

本市では、障がい者の就労支援を目的として、本業務とは別に、寄附者に対する返礼品等
の梱包・発送作業を地域の就労継続支援Ｂ型事業所に委託しており、同様の形態による障が
い者の就労支援を継続することを必須とする。
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このため、受注者は寄附者が申込時に希望した返礼品等について、生産者から調達すると
ともに、障がい者による梱包・発送についても管理すること。ただし、一部の生鮮食品等に
ついては、生産者からの直接発送としている点に留意すること。
また、返礼品等については、寄附者に対し安定的に供給できるよう在庫管理を徹底すると

ともに、返礼品等の手配及び発送状況を発注者と受注者で共有できる仕組みの構築を行うこ
と。
なお、令和６年度に寄附を受けたもので、令和７年度に返礼品を発送するものについては、

現在の事業者が発送から費用に至るまで、適切に対応すること。
⑶ 寄附者からの問い合わせに対する対応

寄附者からの返礼品等に関する問い合わせに対しては、適切で丁寧な対応を心がけ、寄附
者のニーズ把握を的確に行うとともに、その疑問に対して誠心誠意対応すること。
⑷ 返礼品等を取り扱う生産者との調整

返礼品等を安定的かつ円滑に供給するために、生産者との調整を行うとともに、より魅力
的な返礼品等が提供できるよう生産者の新規開拓を行うこと。
⑸ 寄附件数の向上及び魅力的な返礼品等をＰＲするための情報発信
ア インターネットによる返礼品等の情報発信
イ (1)において提案した返礼品等を紹介するための資料作成
ウ その他寄附件数の増加や返礼品等をＰＲするために必要な情報の発信
⑹ ふるさと納税専用ポータルサイト（以下「ポータルサイト」という）の運用管理

業務を適正に行うため、ポータルサイト上において、必要に応じて陸前高田市のＰＲに資
する情報や、返礼品情報の修正を行い、常にポータルサイトを最新の状態に保つこと。
なお、現在市が利用しているポータルサイトは、ホームページに掲載している９ポータル

サイトであり、履行期間中にポータルサイトの増減の可能性があることに留意すること。

６ 委託料の支払いについて
⑴ 委託料の算定
ア 受注者は、毎月１日から末日までの業務に係る実績に基づき、１カ月あたりの返礼品取
扱い事務に係る経費、広告宣伝費、取扱経費（返礼品購入代金、発送費用・梱包資材費）を
合計し、月額委託料及び消費税及び地方消費税により算定する。
ただし、委託料（税込）は寄附額の３６．０％を上限とする。

イ 取扱経費は、支払限度を月ごとの寄附総額に対して次の表の割合とする。ただし、割合
には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

ウ 就労支援に係る人件費及び事務費等については、別業務で委託するため、本業務の委託
料には算定しない。

⑵ 業務実績の報告
受注者は、業務実績について、翌月の２０日までに発注者に対し報告しなければならない。

区 分 割 合
返礼品購入代金 ３０％以下
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⑶ 委託料の確認
発注者は、受注者より報告のあった業務実績について、確認を行うものとする。

⑷ 委託料の請求
受注者は、⑴の算定方法に基づいて委託料を算出し、月額委託料並びに消費税及び地方消

費税を発注者に請求する。
⑸ 委託料の支払い

発注者は、請求書を受理したときは、３０日以内に支払うものとする。

７ 個人情報の取り扱いについて
受注者は、この業務による事務の処理又は事業を遂行するための個人情報の取扱いについて
は、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

８ 情報セキュリティについて
⑴ 受注者は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この業務を実施するに当たっては、
受託事業者が守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。
⑵ 受注者は、情報資産（複製されたものを含む。以下同じ。）を他へ持ち出す場合には、発注
者の許可を受けなければならない。
⑶ 受注者は、重要な情報を記録した媒体を廃棄する場合、情報を復元できないよう消去を行
った上、発注者の許可を受けなければならない。
⑷ 受注者は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用されること又は情報を閲覧されるこ
とのないようにしなければならない。
⑸ 受注者は、この業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策について啓発しなけ
ればならない。
⑹ 受注者は、情報資産に対する侵害又は侵害の恐れのある場合には、直ちに発注者に報告し
なければならない。
⑺ 受注者は、ネットワーク又は情報システムの誤作動等の異常を発見した場合には、直ちに
発注者に報告しなければならない。
⑻ 受注者は、この業務を行うための情報資産の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾し
た場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
⑼ 情報システムで使用する端末等におけるソフトウェアの導入、更新又は削除は、発注者の
許可がなければ行ってはならない。
⑽ 情報システムを構成する機器の増設又は交換は、発注者の指示がある場合を除いて行って
はならない。
⑾ 受注者は、ネットワークへの機器の接続又はネットワークに接続している端末等の他ネッ
トワークへの接続は、発注者の指示がある場合を除いて行ってはならない。
⑿ 受注者は、次の事項を遵守しなければならない。
ア 外部からファイルを取り入れる場合及び外部へファイルを提出する場合は、ウイルスチ
ェックを行うこと。

イ 発注者が提供するウイルス情報を常に確認すること。
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⒀ 受注者は、業務の遂行において使用する情報資産について、次の法令等を遵守し、これに
従わなければならない。
ア 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11 年法律第 128 号）
イ 著作権法(昭和 45年法律第 48 号)
⒁ 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの業務の執行に当たり実施している情
報セキュリティ対策の実施状況について随時実地に調査することができる。
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別 紙

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）
第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂
行（以下単に「業務」という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよ
う、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についても
また、同様に適正に取り扱わなければならない。
（秘密の保持）
第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、
又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後におい
ても、同様とする。
（個人情報管理責任者等）
第３ 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責任
者」という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書面により発注
者に報告しなければならない。
２ 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ
発注者に報告しなければならない。
３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める事項
を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなけれ
ばならない。
（作業場所の特定）
第４ 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、あらかじめ発
注者に報告しなければならない。
２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければな
らない。
（個人情報の持出しの禁止）
第５ 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持
ち出してはならない。
（保有の制限）
第６ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、法令（条
例を含む。）の定める所掌業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範
囲を超えて個人情報を保有してはならない。
（個人情報の目的外利用及び提供の禁止）
第７ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約
の目的以外のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならな
い。
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（漏えい、毀損及び滅失の防止等）
第８ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人
情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
（教育の実施）
第９ 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教
育及び研修を実施しなければならない。
(１) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又
は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。
(２) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項
（資料の返還等）
第 10 受注者は、業務を処理するために、（※①発注者から引き渡された、又は受注者自らが取
得し、若しくは作成した②発注者から引き渡された③受注者自ら取得し、又は作成した）個
人情報が記録された資料は、業務完了後（※使用する必要がなくなった場合は、）直ちに（※
①発注者に返還し、又は引き渡す②発注者に返還する③速やかに、かつ、確実に廃棄する）
ものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
（複写又は複製の禁止）
第 11 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等
について、発注者の書面による承諾なしに複写又は複製をしてはならない。
（個人情報の運搬）
第 12 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等
を運搬する（※必要がある）ときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受
注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
（再委託の承諾）
第 13 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書面に
より承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託した業
務を更に委託する場合も同様とする。
２ 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再
委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼
性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着
手前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。
３ 前項の場合において、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとと
もに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。
４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法につ
いて具体的に定めなければならない。
５ 受注者は、再委託先に業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、
発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
（実地調査）
第 14 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時
実地に調査することができる。
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（指示、報告等）
第 15 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注
者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることがで
きる。
（事故発生時の対応）
第 16 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に
係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、
件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければなら
ない。
２ 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事
故に関する情報を公表することができる。

注１ 特記事項中の（※）の箇所については、業務の実態に則して、適切な事項を選択するも
のとする。
２ 特記事項に違反した場合における契約解除、それに伴う損害賠償については、通常本契
約で盛り込まれるものであるため、特記事項中に掲げていないが、本契約において契約事
項として措置されてない場合には、特記事項を契約解除の要件、損害賠償の対象に加える
等の措置をする必要がある。

３ 業務の実態に則し、必要な事項を追加し、及び不要な事項を削除するものとする。


